
 

 

Ｇｉ公共料金一括請求サービス約款 

 

第１章 総則 

 

第１条（本約款の適用） 

株式会社インボイス（以下、「当社」といいます）は、このＧｉ公共料金一括請求サービ

ス約款（以下、「本約款」といいます）を定め、本約款に基づき、第４条に定めるサービ

ス（以下、本サービス①と本サービス②を総称して「本サービス」といいます）を提供

します。 

 

第２条（本約款の変更） 

１．当社は、本約款を変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は、変更

後の約款によります。 

２．当社は、本約款を変更する場合、事前に変更後の約款を当社のホームページに掲載する

など、当社が適切と考える方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力

が生じるものとします。 

 

第３条（用語の定義） 

本約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。 

（１）「契約者」とは、本サービスを申し込み、利用するお客様をいいます。 

（２）「電気等供給事業者」とは、電気、ガス、水道、その他類似のサービスを提供する

事業者をいいます。 

（３）「事業者契約」とは、契約者と電気等供給事業者間における各サービスの提供に関

する契約をいいます。 

（４）「公共料金等」とは、事業者契約に基づき各サービス提供の対価として発生する料

金をいいます。 

（５）「対象サービス」とは、電気等供給事業者が事業者契約に基づき契約者に提供する

サービスのうち、本サービスの対象となるものをいいます。 

（６）「対象サービス利用料金」とは、事業者契約の対価として契約者に発生する利用料

金のうち、対象サービスに関する料金をいいます。 

（７）「本サービス利用料金」とは、本約款によって本サービスを利用する対価として契

約者に発生する料金をいいます。 

 

第４条（本サービスの内容） 

本サービスの内容は以下のとおりとします。なお、対象サービスにつき本サービス①と

本サービス②のいずれが適用されるかは、当社および電気等供給事業者間の契約によっ

て自動的に決まるものであり、契約者が選択できるものではありません。 

（１） 本サービス①（立替型：対象サービスのほとんどについてはこちらが適用されま

す。） 

当社は、対象サービスの各公共料金等を契約者に代わり各電気等供給事業者に対

し支払い、これらを第１４条に定めた締め日に取りまとめ、手数料その他費用を



 

 

合算した上で契約者に対し本サービス利用料金として一括して契約者に請求し

ます。 

（２） 本サービス② 

当社は、電気等供給事業者との代理店契約等に基づき、契約者の対象サービス利

用料金の請求を受け、当社が請求を受けた対象サービス利用料金を基準に、契約

者の対象サービス利用料金をとりまとめ、本サービス利用料金として一括して契

約者に請求し、契約者から支払われた本サービス利用料金を元に電気等供給事業

者へ対象サービス利用料金を契約者に代わって支払います。また、当社は契約者

にとって最適な契約プランの提案等、事業者契約に関するコンサルティングを行

います。 

本サービス②には、当社が電気等供給事業者との代理店契約に基づき電気等供給

事業者の対象サービス利用料金を請求代行する「本サービス②－１」と、当社が

電気等供給事業者から対象サービス利用料金につき債権譲渡を受けて契約者に

請求する「本サービス②－２」があります。 

 

第５条（本サービスの範囲と免責事項） 

契約者は、公共料金等の請求に関する諸条件を除く本サービスにかかる事業者契約の内

容、契約者の需給場所における電気等の供給設備に関する事項等の一切につき、契約者

と電気等供給事業者との事業者契約に従うものとし、当社は、電気等供給事業者に起因

する事故または電気設備に関する事故その他当社に起因しない損害等について一切責

任を負わないものとします。 

 

第６条（契約者の同意事項） 

契約者は、本サービスの申込みにあたり以下の定めのすべてに同意するものとします。 

（１）本約款（変更後の約款を含みます）の定めおよび別途当社と契約者との協議によ

り定めた事項がある場合は当該事項 

（２）当社または電気等供給事業者の事情により、対象サービスにできない場合がある

こと 

（３）本サービス利用料金を算出するため、当社が電気等供給事業者から対象サービス

利用料金の利用明細等を授受または取得し、記録し保管すること 

（４）本サービス利用料金は電気等供給事業者が算出した公共料金等が基準であり、公

共料金等の内容の正確性について当社が一切の責任を負わないこと。 

（５）本サービス利用期間において電気等供給事業者から当社に送付されてくる契約者

の利用明細および請求書の原本について契約者が当社に交付を求めることはでき

ず、これらの資料の写しの交付に際する謄写費用が契約者の負担であり、また、

交付まで相当日数を要すること 

（６）電気等供給事業者からの本サービスに関連しない事項の連絡は当社を介さず契約

者に対して直接行われる場合があること、ならびに、かかる連絡を可能にするた

めに当社が本サービスの申込書記載の契約者の連絡先および担当者を電気等供給

事業者にあらかじめ伝えること 

（７）次章に定める手続において、契約者による誤記もしくは記入漏れ等があったこと、



 

 

契約者が当社に対する通知を怠ったこと、または電気等供給事業者の事情により

本サービスの開始もしくは終了が遅滞したことにより契約者に生じた損害につい

て、当社が一切の責任を負わないこと 

 

第２章 契約 

 

第７条（申込手続） 

１．契約者は、本サービス申込書に必要事項を記入し、当社へ提出するものとします。本サ

ービス②についての申込みは、対象サービスとの同時申込みが条件となります。 

２．当社は、前項の本サービス申込書を受け付けた順序に従って、申込みを承諾します。本

サービスの契約は、当社が本サービス申込書および対象サービス申込書を受領し、当該

申込書に基づく電気等供給事業者への諸手続が完了した時点をもって成立したものと

します。 

３．前項の定めにかかわらず、当社は、本サービス申込書を提出した者が以下の事由に該当

する場合、承諾しないことがあります。 

（１）本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき 

（２）第１７条第１項に定める審査の基準に適合しないとき 

（３）当社に対する本サービス利用料金その他の債務の支払い、または電気等供給事業

者に対する電気料金その他の債務の支払いを、現に怠りまたは怠るおそれがある

とき 

（４）当社または電気等供給事業者の都合により本サービスの提供が困難であるとき 

（５）前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき 

 

第８条（本サービスの開始） 

当社は、本サービスの契約成立後、速やかに電気等供給事業者への利用登録および情報

照会等、本サービスの提供に必要な諸手続を実施し、当該手続が完了した対象サービス

から順に本サービスが開始します。 

 

第９条（追加手続等） 

１．契約者は、対象サービスの追加申込、廃止（解約）、移転、変更等の手続を行う場合、事

前に当社所定の方法により当社へ通知するものとします。 

２．当社は、契約者の対象サービスの利用継続のため、契約者が前項の通知を怠った場合で

あって、対象サービス利用料金の内容および電気等供給事業者への情報照会等に基づき、

契約者の事業者契約と判断できる合理的な理由があるときは、前項の通知があったもの

とみなし、対象サービスとして取り扱うことがあります。 

 

第１０条（変更手続） 

契約者は、前条第１項の通知のほか、以下の変更が発生した場合、遅滞なく当社所定の

方法により通知するものとします。なお、当該変更事項を証明する書類を提出していた

だく場合があります。 

（１）商号または名称を変更したとき 



 

 

（２）本店または主たる営業所の所在地を変更したとき 

（３）本サービスにおいて利用する金融機関口座を変更したとき 

（４）合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、その他経営実態に変更が生じ

たとき 

（５）その他、本サービス申込書の記載事項に変更が生じたとき 

 

第１１条（契約期間） 

本サービスの契約期間は１箇月とし、次条に定める解約の申し出および第２６条に定め

る解除事由の発生等による本サービスの終了がない限り、同一条件をもって自動的に更

新されるものとします。 

 

第１２条（本サービスの解約） 

１．契約者は、本サービスの解約をする場合、速やかに当社所定の方法により当社へ通知す

るものとします。 

２．当社は、本サービスの解約をする場合、１箇月の予告期間をもって当社所定の本サービ

ス解約書面を契約者に通知します。 

３．当社は、第１項の解約通知を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく、

電気等供給事業者支払方法に関する手続を除く電気等供給事業者への解約処理等、本サ

ービスの終了に必要な手続を実施し、当該手続が完了した対象サービスから順に本サー

ビスが終了します。 

４．本サービスの契約は、前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。 

５．本サービス解約後の対象サービス利用料金については、電気等供給事業者からの直接請

求となります。支払方法などの条件については、事業者契約をご確認ください。 

 

第１３条（事業者契約の解約） 

契約者が事業者契約の解約を希望する場合は、契約者は電気等供給事業者所定の解約手

続きを行い、当該解約手続き後、速やかに当社所定の方法により当社へ通知していただ

きます。 

 

第３章 料金 

 

第１４条（請求） 

１．当社は、電気等供給事業者が算出した対象サービス利用料金に従い、当社所定の締日に

おける本サービス利用料金を算出し、当社所定の日に契約者に対し請求します。 

２．当社は、本サービス利用料金およびその内訳明細等について、電子メール送信、その他

当社が適当であると判断する方法により通知します。 

３．契約者は、前項の方法のほか、別途定める発行手数料を支払うことにより本サービス利

用料金の請求書の発行を受けることができます。ただし、手数料無料期間は、手数料を

支払うことなく請求書の発行を受けることができます。 

 

第１５条（支払い） 



 

 

１．契約者は、本サービス利用料金を金融機関の預金口座振替または銀行振込みによる方法

により、当社所定の期日までに支払うものとします。 

２．契約者は、預金口座振替を利用した場合、振替開始前に発生した本サービス利用料金に

ついては、銀行振込みにより支払うものとします。 

３．契約者が銀行振込みを利用した場合の振込手数料は、契約者の負担といたします。 

４．第９条第２項の定めに従い、当社が対象サービスとして取り扱った対象サービスについ

ての本サービス利用料金については、契約者は当社に支払うものとします。 

５．第１２条第１項に定める本サービス解約の通知後、同条第４項に定める本サービス終了

までに生じる本サービス利用料金については、契約者が当社に支払うものとします。 

６．契約者は、本サービス利用料金の支払を怠った場合、各支払期日の翌日から支払金額に

対して完済の日に至るまで、実質年率１４．６%（ただし、１年を３６５日とする）の割

合（1円未満端数は四捨五入とする）による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第１６条（前払金） 

１．契約者は、本サービス開始にあたり、申込書所定の前払金を当社に支払うものとします。 

２．当社は、前払金をもって、契約者の対象サービスの公共料金等の支払に充当できるもの

とします。 

３．当社は、対象サービスの増加または本サービス利用料金の増加等により前払金が不十分

であると判断した場合、当該増加分を基準として前払金の額を変更し、契約者に対し請

求し、かかる請求があった場合、契約者は遅滞なく支払うものとします。 

４．契約者は、前払金をもって本サービスから生じる当社に対する債務と相殺を主張するこ

とはできないものとします。 

５．前払金は無利息とし、本サービスが終了した場合（解除による終了を含む）、当社は任意

に前払金をもって本サービス利用料金等、本契約から生じた契約者の債務の弁済に充当

した後、残額があるときは、契約者に対し遅滞なくその残額を返還するものとします。 

 

第１７条（審査基準および債権の保全） 

１．当社は、債権の保全および反社会的勢力の排除等、本サービスの円滑な提供のため、本

サービスの申込みを希望する者または契約者について、当社が定める基準および方法に

従い審査します。 

２．前項の審査によって当社が必要と判断した場合、当社が認める連帯保証人による連帯保

証その他必要な担保の提供、および本サービス利用料金の額に応じた金員を預託してい

ただくことがあります。 

 

第１８条（債権回収代行会社への回収業務の委託） 

契約者が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場合、当社は債権管理回収業

に関する特別措置法（サービサー法）により認可された債権回収代行会社へ本サービス

利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。 

 

第１９条（電気等供給事業者との関係） 

１．契約者は、事業者契約の内容および条件等を変更したときは、直ちに当社に対し通知す



 

 

るものとします。 

２．当社は、契約者が前項の通知を懈怠したことに起因して契約者および第三者が被った損

害等について一切の責任を負わないものとし、また、当該通知懈怠により当社が支払っ

た対象サービス利用料金等に関する本サービス利用料金について当社の請求があった

場合、契約者は当社に対し直ちに支払う義務を負うものとします。 

 

 

第２０条（債権譲渡に関する特則） 

本サービス②－２においては、対象サービス利用料金請求権について、契約者が電気等

供給事業者との事業者契約締結時に電気等供給事業者から当社に譲渡することをあら

かじめ承諾した場合は、同請求権は当社に帰属します。この場合において、当社および

電気等供給事業者は、事業者契約に基づき将来発生する同請求権につき、契約者への個

別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。 

 

第４章 秘密保持 

 

第２１条（秘密保持） 

１．本約款において秘密情報とは、契約者の通信の秘密等、本サービスの提供および利用に

より、当社または契約者が知り得た全ての情報とします。ただし、次の各号のいずれか

に該当する情報は、秘密情報に含まないものとします。 

（１）開示の時点で既に公知のもの、または開示後、情報取得者の責に帰せずして公知

となったもの。 

（２）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 

（３）開示を受ける前に既に自ら所有していたもの。 

（４）開示された情報によらずして、独自に開発したもの。 

（５）開示者の承諾により開示が認められたもの。 

２．当社および契約者は、秘密情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービス

の提供および利用という目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいず

れかに該当する開示は除くものとします。 

（１）当社が本サービスを提供するために必要な範囲での電気等供給事業者および第２

５条第１項各号に定める委託先に対する開示 

（２）捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示 

（３）弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示 

 

第２２条（個人情報保護） 

１．本約款において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日、その他の情報によって特定の個人を識別できるものとします。 

２．当社および契約者は、本サービスの提供および利用により知り得た相手方の従業員等の

個人情報を第三者に開示、提供もしくは漏洩、または本サービスの提供および利用とい

う目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する開示は

除くものとします。 



 

 

（１）本人の同意がある場合の開示 

（２）当社が本サービスを提供するために必要な範囲での電気等供給事業者および第２

５条第１項各号に定める委託先に対する開示 

（３）捜査関係事項照会等、法令または規則に基づく公的機関に対する開示 

（４）弁護士、公認会計士、税理士その他本条と同等の守秘義務を負う者に対する開示 

（５）人の生命、身体または財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合 

３．前各項のほか、当社による個人情報保護は、以下の個人情報保護方針等によります。 

（１）株式会社インボイス個人情報保護方針 http://www.invoice.ne.jp/privacy/ 

（２）個人情報の取り扱いについて http://www.invoice.ne.jp/privacy/privacy2.html 

 

第２３条（共通事項） 

１．前二条に定める守秘義務は、本サービスの契約が終了した後も公知となるまで引き続き

有効に存続するものとします。 

２．当社または契約者は、本サービスの契約が終了した場合、または相手方から秘密情報も

しくは個人情報の返還もしくは廃棄の請求があった場合、速やかに返還または廃棄する

ものとします。ただし、当社は、本サービス利用料金に関する情報等、法令により保管

が義務付けられている情報については、引き続き保有するものとします。 

３．本約款のほか当社と契約者間において別途情報保護に関する契約を締結した場合といえ

ども、本サービスについての秘密情報および個人情報の取り扱いについては、本章の定

めが優先して適用されるものとします。 

 

第５章 一般条項 

 

第２４条（譲渡禁止） 

当社および契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権

利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。 

 

第２５条（再委託） 

１．当社は、本サービス提供のために必要な範囲において、以下の全部または一部の業務を

当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があります。 

（１）本サービス利用料金の収納に関する業務 

（２）本サービス利用料金の請求書印刷および発行に関する業務 

（３）本サービスの提供に必要なシステムの開発、保守、管理に関する業務 

２．当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託する場合、事前に契約者に対し通

知または当社のホームページで告知するものとします。 

 

第２６条（本サービス契約の解除） 

１．当社は、契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当するおそれ

があると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの

契約を解除し、本サービスの提供を終了いたします。 

（１）本約款の定めの何れかに違反したとき 



 

 

（２）本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第１０条に定める変更の

届出を怠ったとき 

（３）本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき 

（４）第１７条第１項に定める審査基準を満たさない状態となったとき 

（５）信用状態が著しく悪化したと認められるとき 

（６）自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停

止処分を受けたとき 

（７）破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があった

とき 

（８）差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき、または公

租公課の滞納処分を受けたとき 

（９）電気等供給事業者との事業者契約を解除されたとき 

（10）故意または過失により当社または電気等供給事業者に損害を与えたとき 

２．本条第１項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べ

かりし利益等の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第２７条（反社会的勢力の排除） 

１． 当社および契約者は、反社会的勢力を排除するため相手方に対し、以下の各号について

表明しかつ保証します。 

（１）反社会的勢力でないこと 

（２）反社会的勢力に協力または関与しないこと 

（３）反社会的勢力を利用しないこと 

（４）取締役または実質的に経営に関与する者が、前各号に該当しないこと 

２． 当社または契約者は、相手方が前項に違反している事実を発見した場合、直ちに本サー

ビスの契約を解除し、本サービスの提供または利用を終了することができるものとしま

す。また、この場合、本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得

べかりし利益等の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第２８条（損害賠償） 

１．当社は、本約款に特段の定めがある場合を除き、本サービスの提供において当社の責に

帰すべき事由によって契約者に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。 

２．前項の定めによる賠償金額は、当該契約者の本サービス利用料金の直近３箇月分を上限

とします。 

３．契約者は、本サービスの利用において契約者の責に帰すべき事由によって当社に損害を

与えた場合、その損害を賠償する義務を負うものとします。 

 

第２９条（協議解決） 

当社は、本サービスの提供において生じた疑義または本約款に定めのない事項について

生じた疑義について、契約者と誠実に協議し解決するよう努めます。 

 

第３０条（紛争の処理） 



 

 

当社と契約者との間で紛争となった場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決を行います。 

 

附則 

 

第１条（実施期日） 

本約款は、平成２８年８月１日から実施します。 


